
新島村／高血圧重症化予防
（至急受診勧奨） 実施の流れ

①健診当日
・Ⅲ度高血圧以上（収縮期血圧180以上または拡張期血圧110以上）

の方に、④診察担当医師が受診勧奨用紙（複写）を

記入し、⑤受診勧奨ブースに案内

↓

・村保健衛生主管課職員（管理栄養士）が普段の様子

を聞き取り、受診勧奨し、用紙を渡す

・勧奨時、後日に受診確認の架電を行う旨の了承を得、

都合の良い時間帯を伺い記録

②健診後
・保健衛生主管課（保健師、管理栄養士）で情報共有

・保健師、管理栄養士で分担して架電し受診確認、記録

・受診確認後も、情報提供等で架電し健康状態を確認、記録
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②身長体重
血圧
採血

①受付

⑤受診勧奨
特定保健指導

⑥最終確認

④診察

⑦歯科健診

③腹囲、心電図

④診察

玄　関

新島村／特定健診会場における受診勧奨への動線



新島村／高血圧至急受診勧奨用紙
 2枚複写・・1枚目：村が保管

2枚目：該当者に渡す
（診療所受診時に医師に提出いただく）
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